
平成２９年 (2017年 )３月１４日 

厚 生 委 員 会 資 料 

     地域支えあい推進室鷺宮すこやか福祉センター地域支援担当 

健康福祉部健康・スポーツ担当 

 

議会の委任に基づく専決処分について 

 

【報告案件１】 

１ 和解（示談）当事者 

  中野区民 

  中野区 

２ 事故の概要 

 ⑴ 事故発生日 

   平成２８年（２０１６年）７月１４日 

 ⑵ 事故発生場所 

   東京都中野区鷺宮三丁目４５番先交差点 

 ⑶ 事故発生状況 

   区の職員が公務中に自転車で新青梅街道を下り方面に走行し、上記⑵の交差点を

青信号に従い左折したところ、同街道を自転車で下り方面に走行し、同交差点を直

進してきた相手方と接触し、同人が転倒した。 

３ 和解（示談）の要旨 

  区は、本件事故により、相手方が被った損害５８，４２０円のうち、過失割合（相

手方３割５分、区６割５分）に従い、３７，９７３円について相手方に対し賠償する

義務があることを認め、相手方の指定する方法で支払う。 

４ 和解（示談）成立の日 

  平成２８年（２０１６年）１２月２７日 

５ 区の賠償責任 

  本件事故は、区の職員が交差点を左折する際の安全確認を怠ったことにより発生し

た事故であるが、相手方にも、交差点を直進する際の安全確認を怠った過失があるこ

とから、双方の過失割合を相手方３割５分、区６割５分として和解するに至った。 

６ 損害賠償額 

  本件事故による相手方の損害額は診療費、傷害慰謝料等の合計５８，４２０円であ

り、区の過失割合は６割５分であることから、区の損害賠償額は３７，９７３円であ

る。 

７ 事故後の対応について 

 ⑴ 所属長から関係職員に対する口頭注意を行った。 

 ⑵ 所属内の職員を対象とした自転車安全運転講習会を開催し、安全運転を励行する



よう徹底した。 

 

【報告案件２】 

１ 和解（示談）当事者 

  練馬交通株式会社 

  中野区 

２ 事故の概要 

 ⑴ 事故発生日 

   平成２８年（２０１６年）１０月３日 

 ⑵ 事故発生場所 

   東京都中野区中野五丁目６４番先中野通り路上 

 ⑶ 事故発生状況 

   区の職員は、遺跡発掘調査の現場を確認するため、庁有車で中野通りを南方面に

向かって左車線を走行し、方向指示器を点滅させた上で右車線に車線変更したとこ

ろ、同車線を走行していた相手方車両の左後部に庁有車の右前部が接触し、相手方

車両及び庁有車のバンパー等が破損した。 

３ 和解（示談）の要旨 

  区は、本件事故により、相手方が被った損害１９４，１９６円について、相手方に

対し賠償する義務があることを認め、相手方の指定する方法で支払う。 

４ 和解（示談）の成立の日 

  平成２８年（２０１６年）１２月１０日 

５ 区の賠償責任 

  本件事故は、庁有車を運転していた区の職員の車線を変更する際の確認不足により

発生した事故であり、相手方が被った損害の全額について、区の賠償責任は免れない

ものと判断した。 

６ 損害賠償額 

  本件事故による相手方の損害額は、相手方車両の修理費１６２,１９６円及び当該

修理に要した期間４日間に係る休車損害３２，０００円の合計金１９４，１９６円で

あり、区の損害賠償額は損害額と同額である。なお、損害賠償金は、保険会社から相

手方へ直接支払われた。 

７ 事故後の対応について 

 ⑴ 所属長から関係職員に対し、口頭注意を行うとともに、平成２８年１２月１３日

に実施された安全運転講習会を受講させた。 

 ⑵ 所属長から分野内の職員全員に注意喚起を行い、安全運転を励行するよう徹底し

た。 

 


